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事業名

事 業
期 間

根 拠
法 令

平成25年度～

会計 款 項 目

一般会
計

公衆衛
生費

衛生費 母子衛生費

説明事業

母子保健推進費

戦略項目

担当名:担当名:母子保健担当

児童福祉法　第21条の9 01　　　子育ての安心

010101　子育て支援の充実

予算額

決定額 △34,299△34,299

現計額 115,000115,000

△34,299△34,299

115,000115,000

80,70180,701

補正後の
予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源

番号

乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業費

１　事業の概要

　乳児のいる家庭の孤立化を防ぎ、育児支援が必要な家

庭を早期に把握し、支援を行うため、市町村が行う乳児

家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を補助する。

　市町村への県費補助金が当初の見込みを下回ったこと

による減額補正を行う。

（１）乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業費補助

２　事業主体及び負担区分

　国1/3　県1/3　市町村1/3

（保育緊急確保事業）

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

　9,500千円×0.3人 = 2,850千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　ア　乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業費補助　△34,299千円
　　　　市町村が行う、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業に対して補助を行う。
　　　(ｱ)　乳児家庭全戸訪問事業　生後4ヶ月までの乳児のいる家庭に、保健師、助産師、保育士、母子保健推進員な
　　　　　　　　　　　　　　　　 どが訪問し、育児情報の提供などを行う。

　　　(ｲ)　養育支援訪問事業　    乳児家庭全戸訪問事業などで養育支援が必要と判断された家庭に、訪問により育児
　　　　　　　　　　　　　　　　 支援を行う。

（２）事業計画
　　ア　乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業費補助
　　　　市町村が計画する事業に基づき補助を行う。

（３）事業効果
　　　育児支援が必要な家庭を早期に把握することにより、母子関係、家庭環境を調整し、子どもの健全な育成を支

　　　市町村への県費補助金が当初の見込みを下回ったことによる減額補正

　　援することができる。

（４）変更事項
　　ア　負担割合の変更
　　　　　H25：（県1/2) 市町村1/2　→　H26：国1/3　県1/3　市町村1/3
　　イ　国財源の変更
　　　　　H25：子育て支援対策臨時特例交付金（安心子ども基金）　→　H26：保育緊急確保事業に係る補助

（５）補正の内容

(単位：千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　△34,299千円

分野施策


